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○司会 それでは、本日のヒアリングを始めさせていただきます。 

 最初は、東京都管工事工業協同組合の皆様でいらっしゃいます。 

（東京都管工事工業協同組合 入室） 

○司会 ありがとうございます。係員がご案内いたします。お席のほうにお進みいただき

ますようお願いいたします。 

 それでは、早速ではございますが、これよりヒアリングと意見交換を始めさせていただ

きます。 

 冒頭、知事から一言お願いいたします。 

○小池知事 今日は、五十嵐理事長はじめとする組合員の皆さん、ご来庁いただきまし

た。日頃より様々ご協力いただいております。 

 特に能登半島地震のときには早速現場に出向かれて、応急復旧にもご協力いただいてお

りますが、日々、都民の生活のライフラインそのものでございますので、給排水設備の

日々の維持、そして、災害時の水道施設の迅速な復旧など、極めて都民生活に重要な部分

を担っていただいております。 

 今日は、現場の実態に精通される皆様方でございますので、最新の動きなど、また、ご

要望を伺わせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。 

○司会 それでは、都政へのご要望をぜひお聞かせいただきますようよろしくお願いいた

します。 

○東京都管工事工業協同組合（五十嵐理事長） 東京都管工事工業協同組合の理事長の五

十嵐でございます。本日は、私ども組合のためにこのような聴取の機会をいただきまし

て、誠にありがとうございます。 

 昨年度に引き続きまして、東京都の令和７年度予算要望に係る提出をさせていただきま

すが、担当の副理事長である藤田のほうからこれから説明させていただきますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○東京都管工事工業協同組合（藤田副理事長） 藤田でございます。よろしくお願いしま

す。 

 私たち団体概要と要望内容の説明をさせていただきます。 

 当組合は、昭和24年10月、東京23区内の管工事業を営む小規模事業所を中心に発足し、

現在、組合員数は1,003社です。組合員の多くが水道局及び下水道局の指定事業者とし

て、両事業の最前線で日々業務に取り組んでおります。特に災害時の対応につきまして

は、水道局並びに下水道局と協定を締結しており、両局にとりまして不可欠の存在である

と自負しております。令和６年能登半島地震においては、１月中旬から５月末まで、32

社、延べ41班を輪島市に派遣し、水道応急復旧活動に当たりました。 

 しかしながら、組合員はいまだ中小零細事業者が多く、財政的に脆弱で、経営に不安を

抱えております。つきましては、令和７年度予算におきまして、次の４点を要望させてい

ただきます。 
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 第１に、東京都の業務推進に係る組合組織の活用です。 

 東京都は、東京の産業基盤を支える中小企業の活性化に取り組んでおり、特に区部の下

水道事業は取り組むべき課題が多岐にわたる中、民間業者との連携を一層強化し、事業運

営に当たると伺っております。 

 つきましては、災害時における排水設備の復旧や、排水なんでも相談所に対する協力体

制を整え、官公需適格組合でもある当組合をこれら区部下水道事業の課題解決のために積

極活用されることを要望いたします。 

 第２に、水道緊急工事の活用です。 

 東京都の漏水率が３％程度と低い現状において、水道緊急工事については、水道管の取

替え工事が鋭意進んでいる中、年間を通した業務量がここ数年少なくなっております。本

契約受注者は、突発的な漏水事故や災害復旧等の緊急を要する工事への対応という重要な

役割を担っていることから、迅速かつ確実に対応できる業務体制、高い技術力及び信頼性

を有すること等が必要であり、業務体制や高い技術力の維持には安定して業務に携わるこ

とが必要不可欠です。 

 つきましては、近い将来想定される首都直下型地震や他道府県発災時の応急復旧活動支

援等への備えのためにも、水道緊急工事の活用を引き続き要望いたします。 

 第３に、給水スマートメータ設置に係る請負単価契約の活用及び円滑な実施です。 

 水道局では、デジタル技術を活用したお客様サービス向上と将来を見据えた業務の効率

化、最適化等を目的として、メータ引換工事を主体に、令和６年度までに約13万個の給水

スマートメータの先行導入を進め、その後、さらに進捗を図ると伺っております。ただ、

給水スマートメータ設置の際には、新たな作業が発生します。 

 つきましては、給水スマートメータの設置につきましては、引き続き当契約を活用して

いただくとともに、給水スマートメータ設置が円滑に実施できるよう要望いたします。 

 第４に、小中口径メータ引換工事等請負単価契約におけるインフレスライド条項の適用

の件です。 

 国土交通省では、公共工事設計労務単価を毎年３月に改定しておりますが、水道局請負

工事単価契約の指名通知は新労務単価の公表より前に行われるため、年度当初の契約は旧

年度の労務単価が適用されています。そのため、水道局では、新労務単価の適用に関する

手続として、全受注者に対して契約金額の変更協議に関する同意書の提出を求め、全受注

者が同意すれば、７月頃に契約変更となります。 

 しかしながら、請負工事単価７契約のうち、小中口径メータ引換工事の１契約のみ全受

注者120社の同意が得られず、変更協議に至らない状況がしばらく継続しています。イン

フレスライド条項の適用には、受注者が書面をもって請求することは理解しております

が、インフレスライドの趣旨並びにメリットを理解していない小中口径メータ引換工事受

注者が存在していると推定されます。 

 なお、令和６年３月からの東京都における公共工事設計労務単価は、全職種単純平均
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で、対前年度比約5.7％の上昇となっており、新労務単価への契約変更は受注者及び公共

工事の品質確保にとりまして大きなメリットがあります。 

 つきましては、小中口径メータ引換工事においては、インフレスライド条項の一律適

用、もしくは組合代理受領委任者に関しては、各受注者の個別同意書に代えて、理事長名

の一括同意書の提出をもって認めていただくよう要望いたします。以上です。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、まず、知事からコメントをお願いいたします。 

○小池知事 ４点のご要望があったかと思います。私のほうから、２番目の漏水修理工事

について話をさせていただきます。 

 先ほども申し上げましたように、まずは、能登半島地震のときの復旧工事に駆けつけて

いただいて、それも、そうですね、２回、何度もあったですね。そうそう、そうそう。大

雨がまた降って、もう気の毒以外何物でもないですよね、あの被災地の皆さん。本当にご

苦労さまでございました。 

 漏水は、おっしゃるように３％という、もう本当に世界的に見ても大変低い率でござい

ますし、また貴重な水資源の浪費につながることを考えますと、極めて工事、その漏水を

防ぐということは大事でございます。また、それによって道路が陥没したり、建物に浸水

をしたりという二次災害をもたらす危険性もございますので、今後も適切な漏水防止対策

に努めてまいります。 

 その他のご要望は、担当の局のほうからお答えをさせていただきます。 

○司会 それでは、まず、佐々木下水道局長からお願いいたします。 

○下水道局長 私のほうから、まず、第１のご要望についてでございますが、まず、日頃

から宅地内における排水設備の工事や相談受付などの取組を通じまして、お客様サービス

の向上に貢献いただき、誠にありがとうございます。 

 引き続き、皆様と締結しております災害時復旧協定に基づく防災訓練などを通じて、連

携強化に努めてまいります。今後とも一層の下水道サービス向上のために、皆様との連携

を深めるよう、意見交換を密に行ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○司会 続きまして、西山水道局長、お願いいたします。 

○水道局長 まず、私のほうから、日頃から水道施設の維持管理等を通じまして、水道事

業へご尽力をいただきまして、ありがとうございます。 

 私からは、３点お答えをさせていただきます。 

 まず、水道緊急工事請負単価契約につきましては、今後ともこうした単価契約を活用し

ながら、漏水の早期発見、早期修理及び漏水リスクの高い管の早期解消に努めてまいりま

す。 

 次に、スマートメータにつきましては、令和４年から設置を開始しておりまして、本

年、令和６年９月末時点で約10万4,000個の設置をしてございます。今後ともメータ引換

工事等請負単価契約を活用するとともに、事業者向けに説明会を開催するなど、円滑な事



各種団体からの東京都予算に対するヒアリング（令和6年12月3日）.doc 

4 
 

業の実施に取り組んでまいります。 

 それから、最後に、インフレスライド条項の適用につきましては、受注者の皆様にその

趣旨及びメリットを十分に理解していただけるよう、変更協議の際に当局が提示する書類

を工夫するなど、これまで以上に丁寧に説明をしてまいります。 

 今後とも安全でおいしい高品質な水の安定供給に向け、皆様との連携をより一層深めて

いきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。以上です。 

○司会 お話をいただきました４点のご要望につきまして、東京都としてお答えをさせて

いただきました。よろしゅうございますか。 

 はい。 

○東京都管工事工業協同組合（五十嵐理事長） 先ほど知事のほうからもお話ございまし

た、今回の能登半島地震ですね、我々も延べ42班、道路の水道管復旧工事に従事させてい

ただきましたけども、昨今もう首都圏直下型地震がいつ発災してもおかしくないというこ

とを言われておりますので、これ喫緊の課題としましては、東京でもし発災した場合、大

変な被害、甚大な被害になることはもう火を見るより明らかだと思うんですね。水道管の

耐震化も幹線道路ではほとんど、ほぼ完了しているってお聞きしておりますけども、やは

り区道なり、市道なり、都道なりはまだ十分とは言えないかと思うんですね。 

 そこで、我々組合は常に、全国どこで発災しても水道管の復旧工事にはせ参じができる

ように、常日頃から準備しております。その辺は今回の能登半島地震でもお分かりいただ

けるかなと思うんですけども、これは東京で発災したときを考えますと、水道局さん、そ

して下水道局さん主導の下、このシステムづくりをぜひお願いしたいなと。我々事業者と

しましては、いつでも出動できるような体制は、23区に全部事業者散らばっておりますの

で、いつでもできるような準備は整えておりますので、ぜひやっていただきたい。そのよ

うに思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 ありがとうございます。防災面という面でもまた引き続き連携をさせていただけ

ればと思います。 

 それでは、これをもちましてヒアリングを終了とさせていただきます。本日は誠にあり

がとうございました。 

（東京都管工事工業協同組合 退室） 

○司会 続きまして、三多摩管工事協同組合の皆様でいらっしゃいます。 

（三多摩管工事協同組合 入室） 

○司会 ありがとうございます。係員がご案内いたします。お席のほうにお進みいただき

ますようお願いいたします。 

 それでは、早速ではございますが、これよりヒアリングと意見交換を始めさせていただ

きます。 

 冒頭、知事から一言お願いいたします。 

○小池知事 皆様、こんにちは。日頃より、松本理事長はじめとする組合の皆様方には大
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変お世話になっております。ありがとうございます。生活に欠かせない水道でございます

けれども、多摩地区の水道の安定供給ということで、維持管理などに取り組んでいただい

ております。 

 また、能登の地震の際、応急復旧のほうにも取り組んでいただきました。御礼申し上げ

たいと思います。 

 それでは、早速、皆様方の今現状、現場どうなっているのか、そしてまた、ご要望、ご

意見を伺えればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 それでは、ぜひ都政へのご要望をお聞かせいただきますようお願いいたします。 

○三多摩管工事協同組合（松本理事長） 皆さん、こんにちは。理事長の松本でございま

す。平素よりお世話になっております。 

 例年ですと、私どものほうで防災訓練を行っていたんですが、今年は実践を経験させて

いただきましたので、10月の13日に、防災訓練という名目は使いましたけども、シンポジ

ウムという形でやらせていただいて、問題点、要望等を抽出させていただきました。それ

に対する小冊子を作りましたけども、お手元に届いていなければ、今後お届けしたいと思

います。 

 それでは、早速ですけど、要望のほうは、私どもの副理事長の金子より説明させていた

だきます。 

○三多摩管工事協同組合（金子副理事長） 要望、多摩地区水道の強靱化について。 

 多摩地区では、市町村単位で行われていた水道事業が都営水道に一元化され、今日に至

っているが、市町域を超えた送配水管の二系統化、ネットワーク化が不十分である。 

 このため、東京都水道局は、東京水道長期戦略構想2020、東京水道施設整備マスタープ

ラン、東京水道経営プラン2021を次々に策定し、多摩地区についても送配水管の二系統

化、ネットワーク化を行うとともに、地域特性を踏まえ、配水区域の再編、配水管の耐震

継手化や私道内給水管整備等を行っている。 

 当組合としては、引き続きこれらの事業を着実に執行し、首都直下地震等の大規模災害

も見据えて、多摩地区水道の強靱化を一層加速していただくことをお願いしたい。 

 一方、東京水道長期戦略構想2020では、配水小管の更新に当たり供用年数を見直し、年

間事業量を削減するとしている。我々地元事業者は、水道事業を支える重要なパートナー

であると自負しており、特に事故時や災害時は最も頼りになる存在であると考えている。

加えて、今年１月に発生した能登半島地震では、水道局との協定に基づき、38班、延べ

1,380名の復旧支援隊を派遣し、管路の復旧に貢献している。 

 よって、これら多摩地区の事情に精通し、かつ高い技術力を持つ地元事業者を守るた

め、年間事業量の減少により水道事業を支える事業者の経営が大きく影響を受けることの

ないよう、引き続き事業量の確保をお願いしたい。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、知事からコメントをお願いいたします。 
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○小池知事 本当に能登につきましてはご協力、また、訓練ではなく実践だったというお

話、地域、被災地の皆さんも感謝しておられますし、何よりも東京のこの力を示してくだ

さったと思います。 

 災害時などに備えてライフラインの充実、強化を図ってまいります。また、生活に直結

しておりますので、都民生活守っていくことは重要だという認識は変わりません。また、

多摩地区におけます水道システムの強靱化を図るため、これからも計画的に水道管路の耐

震化を進めてまいりたいと考えております。 

 担当局からもコメントいたします。 

○司会 それでは、西山水道局長からもお願いいたします。 

○水道局長 まずは、日頃から水道施設の維持管理等を通じて、水道事業へご尽力をいた

だきましてありがとうございます。 

 多摩地区水道の強靱化につきましては、局の重要施策と認識しております。引き続き必

要な事業量を確保するよう努めてまいります。 

 今後とも安全でおいしい高品質な水の安定供給に向け、皆様との連携をより一層深めて

いきたいと思ってございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。以上でございま

す。 

○司会 お話しいただいたご要望につきまして、都としてお答えをさせていただきまし

た。 

 それでは、これをもちましてヒアリングを終了とさせていただきます。本日は誠にあり

がとうございました。 

（三多摩管工事協同組合 退室） 

○司会 続きまして、東京都トラック協会の皆様でいらっしゃいます。 

（一般社団法人東京都トラック協会 入室） 

○司会 ありがとうございます。係員がご案内いたします。お席にお進みいただきますよ

うお願いいたします。 

 それでは、早速ではございますが、これよりヒアリングと意見交換を始めさせていただ

きます。 

 冒頭、知事から一言お願いいたします。 

○小池知事 水野会長はじめとするトラック協会の皆様方には日頃から大変お世話になっ

ております。ありがとうございます。 

 今年はちょうど2024年問題、まさに今それが各所で続いているということかと思いま

す。特に輸送サービスの向上に向けた人材育成、そして、緊急輸送体制の整備などについ

ては、皆様方、大変お世話になっております。ありがとうございます。 

 今日は、そういった現場のお話などを伺わせていただく、また、皆様方のご意見、ご要

望を直接お伺いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

○司会 それでは、都政へのご要望、ぜひお聞かせいただきますようお願いいたします。 
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○一般社団法人東京都トラック協会（水野会長） 皆さん、こんにちは。東京都トラック

協会会長の水野でございます。 

 私は本年６月に浅井隆前会長の後任として会長に就任しました。今後ともどうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 本日はお忙しいところ、令和７年度東京都予算に対するトラック運送業界の要望の機会

を与えていただきまして、誠にありがとうございます。 

 まずは、燃料価格の高騰・高止まりなどによる中小運送事業者の経営状況が大変厳しい

中、昨年度に引き続き、運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業を実施していただきまし

て、誠にありがとうございます。当協会の会員事業者は大変感謝しております。この場を

お借りして、改めて厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。 

 さて、世界に目を向けますと、トランプ大統領の復活、あるいはイスラエルによるガザ

地区の侵攻、ロシアによるウクライナの長期的な侵攻などにより、先行き不安定な世界経

済の状況であります。一方、日本においても、先日、30年ぶりの少数与党の中、石破内閣

が発足し、今後の日本経済の動向が混沌としております。 

 そうした中、我々、会員の99％以上が中小企業であるトラック運送業界は、かつてない

ほど厳しい経済局面が継続し、なかなか改善の兆しが見えてこないところであります。さ

らに、ご存じのように、先ほどお話がありました、令和６年４月１日から年間時間外労働

時間が960時間に制限されるなど、ますますトラック業界は劇的な変化が求められており

ます。 

 私はこの時期を好機と捉え、ドライバーファーストの視点に立って、標準的運賃の届出

促進、ドライバーへの教育や健康管理等に向けた支援などを行い、トラック業界の地位向

上に取り組んでおりますが、なかなか遅々として進まないのが現状であります。 

 東京都におかれましても、ゼロエミッショントラックの普及に向けた支援や燃料費への

支援をはじめ、多くの対策に取り組んでいただくことで2024年問題への対応していただい

ております。また、東京都トラック協会は、交通安全、環境保全、防災対策、都民・利用

者へのサービス向上対策など、多岐にわたる事業活動を展開しておりますが、その原資で

ある東京都運輸事業振興助成交付金は、我々協会にとりまして一丁目一番地であり、皆様

方のご支援なしにはその使命を果たすことはできません。引き続き東京都トラック協会へ

のバックアップをよろしくお願い申し上げます。 

 東京都トラック協会の要望書につきましては、2024年問題をスタートラインと捉え、さ

らなる困難な業界課題を踏まえた要望を取りまとめてございます。 

 内容につきましては、この後、鈴木税制金融担当の副会長からご説明しますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○一般社団法人東京都トラック協会（鈴木副会長（税制金融委員会委員長）） それで

は、ご説明申し上げます。 

 東京都トラック協会で税制金融を担当する副会長の鈴木でございます。何とぞよろしく
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お願い申し上げます。 

 今回、物流の2024年問題への対応の継続を含め、８つの項目を要望させていただいてお

ります。どの項目も重要な項目でありますが、時間との関係で、令和７年度の要望の中で

特に重要な東京都運輸事業振興助成交付金の確保、ＺＥＶ、ゼロエミッションビークルト

ラックの普及、そして、道路整備の促進の３点についてご説明を申し上げます。 

 まず、１、トラック運送事業の経営基盤の確立対策であります。 

 先ほど会長が触れましたが、東京都トラック協会は、物流の2024年問題への対策に加

え、交通安全、環境保全、防災対策及び都民利用者へのサービスの向上対策など、様々な

形で都政にも貢献する事業を進めております。その原資となるのが東京都運輸事業振興助

成交付金でございます。ところが、今回の衆議院議員選挙後、交付金の原資である軽油引

取税の旧暫定税率分を解消しようという動きが一部の野党から出ております。私どもとし

ましては、非常に危機感を持っているところでございます。 

 東京都からは、物流は都市活動の血液であり、東京の発展に極めて重要な役割を担って

いると伺っております。我々運送事業者にとっては大変励みになる言葉であり、常日頃か

ら感謝を申し上げております。 

 当協会は、今後とも様々な取組に絶えず進化させ取り組んでまいりますが、一方、東京

都運送事業振興助成交付金の算定額は、都内におけるトラックの台数と軽油引取税額から

導き出されており、東京都内では、両方の数字とも今後も減少傾向が見込まれておりま

す。 

 そこで、我々の事業の原資となる東京都運送事業振興助成交付金について、単純に国基

準に基づく算定額ではなく、東京都の物流事業者のサポートとなるべく、現行の維持とな

るようにご配慮をお願いするものでございます。 

 ２つ目は、４の環境対策等に関わる取組支援でございます。 

 昨年度もこの場で燃料電池トラック実装支援事業に中小運送事業者も参画してほしいと

いう要望をさせていただき、その後、都知事の英断により、令和６年度予算にて燃料電池

トラック実装支援事業とＥＶバス・ＥＶトラック導入促進事業等の予算をつけていただき

ました。このような実装実験の段階から中小企業事業者が直接参加できたのは、恐らく初

めてのことでございます。また、今回、実装実験に参加した中小企業者に対し様々なご支

援をいただき、この場を借りて御礼を申し上げます。 

 さて、今回の実装実験の参加を踏まえ、燃料電池トラックの普及は何としてでも成功さ

せなくてはならないと強く協会としては認識しておりましたが、やはり水素ステーション

が少ないことがいかんともし難いことでございます。現行では、都外運送はできない上、

水素を供給する場所も時間も限定され、効率よく利用することができない状況でございま

す。 

 令和７年度からは、大型燃料電池トラックの実装実験も開始されると聞いております。

この事業を積極的に推進するためにも、官民を問わず、都内の水素ステーションをさらに
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増やすことも含め、実装実験への支援の拡充をお願い申し上げたいというふうに思いま

す。 

 また、ＥＶトラック導入促進事業につきましても、徐々にＥＶトラックの導入を考えて

いる中小運送事業者が増えてきております。その事業者も充電方法が課題となっており、

近年、都内のＥＶ充電施設は増えているものの、トラックを対象とするＥＶ充電施設は依

然として限定されております。引き続き、都内の施設も含め、公共用ＥＶ充電施設の拡充

支援をお願いいたします。 

 ３つ目は、５の道路整備の促進であります。 

 本年度から年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されることになりました。そう

した中で、ドライバーの労働環境の改善、とりわけ長時間労働是正は喫緊の課題であり、

その対策の一つとして、高速道路を活用し、輸送に関わる時間を短縮することが必要であ

ります。国の物流適正化・生産性向上に向けたガイドラインでも、高速道路の積極的な利

用が進められております。 

 そこで、都内の高速道路の円滑な利用を図るためには、料金のお願いもございますが、

首都圏３環状道路の全線開通や首都高速の日本橋区間地下化などのリニューアル事業は不

可欠と考えております。現在、工事の一部中止の事情は承知してございますが、首都圏３

環状道路の整備促進や安心・安全な道路整備の推進を適切に対応していただきますようお

願い申し上げます。 

 説明は以上でございますが、何とぞ小池都知事のご高配を賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、まず、知事からコメントをお願いいたします。 

○小池知事 今何点かご要望もいただきました。 

 私のほうから、２点、まず、経営基盤確立対策についてお話をさせていただきます。 

 東京の物流、そして都民の生活を皆様方によって支えていただいているわけで、運輸・

運送事業者の取組を支援することは重要でございます。都は、こうした事業者の皆様方の

支援ということで、運輸事業振興助成の交付金でこれを行っているわけでございまして、

引き続き必要な支援を行ってまいります。 

 それから、もう１点、ゼロエミッションビークルに関連してのご要望でございますけれ

ども、こちら、やはり大統領が誰であれ、どうであれ、我が国がどうやって運営していく

かっていうことは、これは変わらないわけで、そういう意味で、これからもＺＥＶトラッ

クの普及も、これもスピード感を持って進めていく。 

 ただ、お話ありましたように、燃料電池のトラックの導入、そして燃料費への支援とと

もに、そもそものステーションが確立、確保していかなければならないということで、水

素ステーションの整備と運営の後押しを行っております。また、ＥＶトラックの導入や充

電設備の整備に対しましても助成を行っているところでございます。そして、都有施設に
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公共用の充電設備も設置をしておりまして、こういった取組を推進しまして、ＺＥＶトラ

ックの普及拡大しっかりと進めていく考えでございます。 

 その他ご要望については、担当の局のほうから回答させていただきます。 

○司会 それでは、まず、建設局の上林山次長からお願いいたします。 

○建設局次長 建設局でございます。日頃より当局の道路行政におきましてご理解とご協

力賜りまして、誠にありがとうございます。 

 首都圏３環状道路の整備促進のご要望につきましては、建設局からご回答させていただ

きます。 

 首都圏３環状道路は、交通渋滞の解消のみならず、都市機能の向上や都市環境の改善を

図るため、早期の整備が不可欠でございます。引き続き、工事の安全を最優先に、早期に

開通することを国など事業者に強く働きかけをしてまいります。 

○司会 そして、都市整備局の小平次長からもお願いいたします。 

○都市整備局次長 都市整備局でございます。日頃より当局事業にご理解、ご協力賜りま

して、誠にありがとうございます。 

 私からは、安全・安心な道路整備計画の推進についてご回答させていただきます。 

 都は、今後とも輸送効率化に資する骨格幹線道路の整備など、道路ネットワークを充実

させてまいります。 

 また、トラックの大型化につきましては、現行法令などで一定の対応がなされておりま

すが、今後も法令改正等に合わせまして、計画段階から適切に対応してまいります。 

 また、住宅地などの狭い道路につきましては、震災時に大きな被害が想定される地域に

おきまして、緊急車両の通行や円滑な消火・救援活動、また避難が行える防災生活道路を

対象に、地元自治体が行う拡幅整備を支援、促進してまいります。 

 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 お話を特にいただきました３点のご要望につきまして、都としてお話をさせてい

ただきました。よろしゅうございますか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、これをもちましてヒアリングを終了とさせていただきます。本日は誠にあり

がとうございました。 

（一般社団法人東京都トラック協会 退室） 

○司会 続きまして、東京納税貯蓄組合総連合会の皆様でいらっしゃいます。 

（東京納税貯蓄組合総連合会 入室） 

○司会 ありがとうございます。係員がご案内いたします。お席にお進みいただきますよ

うにお願いいたします。 

 それでは、早速ではございますが、これよりヒアリングと意見交換を始めさせていただ

きます。 

 冒頭、知事から一言お願いいたします。 
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○小池知事 今日は、近藤会長をはじめとする総連合会の皆様方、新宿へようこそお越し

いただきました。また、日頃より東京都政へのご協力、ご理解、誠にありがとうございま

す。自主納税制度の確立、そして推進に向けて、これまでも税務の広報、そして租税教育

など、ご尽力を賜っております。ありがとうございます。 

 それでは、今日は、早速現場のお声など伺うと同時に、ご意見、ご要望、直接伺えれば

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○東京納税貯蓄組合総連合会（近藤会長） ただいまご紹介いただきました東京納税貯蓄

組合総連合会、近藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、私ども活動などにつきまして、知事に直接ご説明する機会をいただき、誠にあ

りがとうございます。 

 また、ご同席いただいております東京都の幹部の皆様方には、平素より当連合会の事業

に格別のご理解とご協力をいただいておりますことに、重ねて厚く御礼申し上げます。 

 初めに、私から、団体の概要について説明させていただきます。 

 東総連は、納税貯蓄組合法に基づき、昭和31年５月に創立された公益性の高いボランテ

ィア団体でございます。現在、納税道義の普及と自主納付制度の確立に向けて、傘下の48

地区連合会に所属する15万人の会員が一体となって地域に根差した納税キャンペーンや会

員に対する実践的な研修など、様々な普及啓発事業を行っております。 

 また、次世代を担う若者に対しましては、中学生の税についての作文や教育現場におけ

る租税教室、様々なイベント会場での税金クイズといった租税教育にも力を入れておりま

す。東総連は、こうした活動を幅広く展開することを通して、国及び地方の税務行政に貢

献し、同時に、納期内納税の考え方を社会全体に広く定着させる一助となっていることを

自負しておるわけでございます。 

 もとより、税は我が国の国土の発展と繁栄を根幹で支える行政活動の源泉でございま

す。租税の納期内納税は現在、そして将来の国及び地方自治体の財政基盤の安定を図る上

で極めて重要であると考えております。東総連は、今後とも傘下の48地区連合会が一致団

結し、税務当局とも緊密に連携を図りながら、納税協力団体としての責務を果たしてまい

る所存でございます。 

 東総連の具体的な活動内容、要望事項につきましては、引き続き、専務理事のほうから

ご説明させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○東京納税貯蓄組合総連合会（遊座専務理事） 専務理事の遊座でございます。 

 私からは、主な活動内容として２点及び来年度に向けての要望事項についてご説明させ

ていただきます。 

 第１に、中学生の税についての作文募集事業でございます。 

 本事業は、次世代を担う中学生を対象に、税をテーマとした作文を書くことを通して税

に対する関心を持っていただくと同時に、税についての正しい知識や理解を深めることを

目的としております。この事業は、昭和42年から国税庁との共催で実施しているものであ
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り、令和６年度で58回目を数えております。本年度は、都内約700校から約７万編のご応

募をいただきました。優秀作品には、東京都からも東京都知事賞と主税局長賞のご提供を

いただいております。 

 第２に、納期内納税推進のキャンペーン事業でございます。 

 例年、区民祭りや農業祭、産業祭など、人が集まる様々な機会を捉えて納期内納税など

について都民にお伝えしております。昨年度は、都内各地で延べ約130日にわたりキャン

ペーンを展開いたしております。現在、都は、東京デジタルファースト推進計画に基づ

き、行政サービスのプッシュ型への変革を推進していると伺っております。キャッシュレ

ス納付は、税務行政の面から社会のデジタル化を目指すものであり、東総連におきまして

も、キャッシュレス納付を活動の重点目標に位置づけ、加盟する48の地区連合会と共にそ

の普及拡大に積極的に取り組んでいるところでございます。 

 その他、東総連では、会報の発行や会員を対象とした研修会、講演会など、様々な事業

を実施しております。 

 続きまして、要望事項についてご説明させていただきます。 

 東総連は、会員のボランティア精神に支えられた団体でございます。そのため、活動を

支える財源の確保は最重要の課題となっております。現在、東総連では、役員からの会費

や会報への広告収入などにより自主財源の確保に努めておりますが、東京都からの補助金

が団体の活動を支える主要な財源となっております。 

 令和７年度からは、補助金交付申請手続のデジタル化に対応するとともに、効率的な業

務運営を推進するため、引き続き財政基盤を確立するための努力を継続してまいる所存で

す。今後も国家、社会のために活動ができますよう、補助金の措置をぜひともご継続いた

だけますようよろしくお願い申し上げます。 

 ご説明は以上でございます。 

○司会 ありがとうございました。 

 それでは、知事からコメントをお願いいたします。 

○小池知事 私のほうからは、いろいろなキャンペーン、本当ご苦労さまでございます。

そしてまた、ご要望の点で１番に上げられました補助金の継続の措置についてでございま

す。 

 税に対する納税者の理解と信頼を確保するというのは、もう何よりも必要不可欠でござ

います。都としまして、当然仕組みに関する分かりやすい広報活動や租税教育の推進、ま

た電子申請、キャッシュレス納税など、行政手続のデジタル化によります、クオリティ

ー・オブ・サービスと言っておりますけども、この向上に取り組んでいるところでござい

ます。これからも税務行政のよき理解者でいらっしゃる皆様方の活動を後押しをしていけ

るように、都としてしっかりと検討してまいりたいと考えております。 

 担当局のほうからもコメント続けさせていただきます。 

○司会 それでは、武田主税局長からもお願いいたします。 
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○主税局長 主税局でございます。日頃からお世話になっております。 

 皆様方がボランティア精神を持って活動していただいて、税務行政の運営に貢献をいた

だいていること、大変心強く思っております。また、キャッシュレス納税の推進へのご協

力につきましても、重ねて感謝を申し上げます。 

 また、補助金の継続措置につきましては、お話のございましたデジタル化への対応も含

めまして、皆様方の活動をしっかりと支えていけるように私ども受け止めさせていただい

て、検討してまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。 

○司会 ご要望の点につきまして、都としてお話をさせていただきました。よろしゅうご

ざいますか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、これをもちましてヒアリングを終了とさせていただきます。本日は誠にあり

がとうございました。 

（東京納税貯蓄組合総連合会 退室） 

○司会 続きまして、東京青色申告会連合会の皆様でいらっしゃいます。 

（一般社団法人東京青色申告会連合会 入室） 

○司会 ありがとうございます。係員がご案内いたします。お席にお進みいただきますよ

うお願いいたします。 

 それでは、早速ではございますが、これよりヒアリングと意見交換を始めさせていただ

きます。 

 冒頭、知事から一言お願いいたします。 

○小池知事 本日、東京青色申告会連合会の皆様方、お越しいただきまして、誠にありが

とうございます。また、都政へのご理解、ご協力に関しまして、改めて感謝申し上げま

す。 

 青色申告制度の普及はじめ、個人事業者の方に対しまして納税のサポートなどでも日々

ご尽力いただいているところでございます。 

 それでは、早速でございますが、現場の状況に精通しておられる皆様方からのご意見、

そしてご要望、伺わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 それでは、都政へのご要望、ぜひお聞かせいただきますようお願いいたします。 

○一般社団法人東京青色申告会連合会（相原会長） 東京青色申告会連合会の会長の相原

でございます。 

 小池都知事、中村副知事はじめ、東京都の幹部職員の皆様方には、日頃から当青色申告

会の事業活動に格別なるご支援、ご協力を賜り、心から感謝申し上げる次第でございま

す。 

 また、本日は、小池知事におかれましては、第４回定例会所信表明ということで、いろ

いろとお疲れの中を、またお忙しい中をこのような機会を設けていただきまして、大変感

謝申し上げる次第でございます。 
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 現在、政府では、いわゆる103万円の壁を引き上げる議論がされているところでござい

ますが、東京都の税収の影響はいかばかりかと、知事の心中をお察しするところでござい

ます。引き続きこれからも東京都民の幸せのために、サービスのために、なお一層ご活躍

いただきますようお願い申し上げます。 

 それでは、青色申告会の要望につきましては、当会の橋本税制委員長並びに事務局のほ

うから説明いたしますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。 

○一般社団法人東京青色申告会連合会（橋本副会長） 橋本でございます。よろしくお願

いします。 

 お手元に資料が届いていると存じますが、毎年同じ要望でございまして、都民のために

私たちも頑張っておりますけども、３つの要望がございます。これをよろしくお願いいた

したく、詳しくは事務局よりご説明させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○一般社団法人東京青色申告会連合会 では、説明をさせていただきます。 

 青色申告会から、相原会長、橋本税制委員長はじめ、伊東副会長、石井副会長、大戸副

会長、三田副会長、そして大和田副会長、都内全域の副会長全員でお願いに上がりました

こと、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、毎年ではございますけれども、我々青色申告会連合会の３つの要望について

説明をいたします。 

 固定資産税及び都市計画税の減免措置の継続についてでございます。 

 １つ目は、小規模住宅用地に対する都市計画税を２分の１とする軽減措置について、令

和７年度以降も継続いただきたいということでございます。 

 こちらは、小規模住宅用地でございますので、都内に住む全ての方々に対して、これか

らも都民であり続けられるように軽減措置を継続いただきたいというものでございます。 

 ２つ目は、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を２割減額する減免措

置について、令和７年度以降も継続いただきたいというものでございます。 

 私ども青色申告会は、小規模事業者、つまり個人で商売をしている、ビジネスをしてい

るという会員の集まりでございます。したがいまして、不動産貸付け等を行います小規模

非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の減免は、会員の生活にとって欠くべから

ざる制度でございます。したがいまして、来年度以降におきましても、ぜひご継続をいた

だきますようお願いをいたします。 

 ３つ目が商業地等に対する固定資産税、都市計画税の負担水準の上限を65％に引き下げ

ていただいている減額措置について、こちらも来年度７年度以降も継続いただきたいとい

うものでございます。 

 この65％に引き下げる減額措置、負担水準の不均衡是正、過重な負担の緩和を目的とし

て設定をされておるものでございますが、私どもの会員にはやはり商店街で事業を営み、

地域を守っている会員が多うございます。そういった方々の声にぜひお応えいただきます
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よう、今年度もよろしくお願いをいたします。 

 都内に在住する都民、それから、都内でビジネスを営む小規模事業者、全ての都民の願

いでございますので、来年度以降もご継続いただきますよう、知事のお力添えを賜りたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、まず、知事からコメントをお願いいたします。 

○小池知事 まず、固定資産税、都市計画税の軽減措置を継続してほしいというご要望で

ございました。 

 23区の地価水準というのは、全国と比較しますと極めて高い状況が続いております。加

えて、物価高騰が長期化をしているということが影響して、都民、また中小企業の皆様

方、厳しい状況に置かれているということから、税の負担感には一定の配慮が必要だと考

えております。 

 令和７年度につきましては、都民、そして中小企業などの税負担感はもとよりでござい

ますが、経済の動向、そして都の財政の状況なども踏まえまして、都としてしっかり検討

していく考えでございます。 

 私からは以上でございますが、担当局からもコメントを続けさせていただきます。 

○司会 それでは、武田主税局長からもお願いいたします。 

○主税局長 主税局でございます。日頃からお世話になっております。 

 ご要望いただきました件、固定資産税等の軽減措置でございますけれども、私どもとし

てもしっかりと検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

 皆様におかれましては、個人事業主の方々の税に関する相談の窓口として、今後ともご

協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。以上です。 

○司会 お話を頂戴しましたご要望につきまして、都としてお話をさせていただきまし

た。よろしゅうございますか。 

 それでは、これをもちましてヒアリングを終了とさせていただきます。本日は誠にあり

がとうございました。 

（一般社団法人東京青色申告会連合会 退室） 

○司会 続きまして、東京税理士会の皆様でいらっしゃいます。 

（東京税理士会 入室） 

○司会 ありがとうございます。係員がご案内いたします。お席にお進みいただきますよ

うお願いいたします。 

 それでは、早速ではございますが、これよりヒアリングと意見交換を始めさせていただ

きます。 

 冒頭、知事から一言お願いいたします。 

○小池知事 皆様、こんにちは。今日は足達会長をはじめとする税理士会の皆様方にお越

しいただいております。日頃から東京都の政策に対しまして、ご協力、ご理解、誠にあり
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がとうございます。 

 税務に関する専門家として、法令に規定された税務、納税義務の適正な実現を図るとい

うことでご尽力を賜っております。 

 今日は、現場の実情に一番お詳しい皆様方からご意見、ご要望を直接伺えればと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 それでは、都政へのご要望、ぜひお聞かせいただきますようお願いいたします。 

○東京税理士会 それでは、私のほうから、東京税理士会からの東京都予算に対する要望

として４点、今年は上げさせていただいておりますが、３点、今回お話しさせていただき

ます。 

 まず１点目、都内事業者のデジタル化支援についてでございます。 

 東京税理士会のほうで、本年10月31日に会員税理士向けに開催した税理士情報フォーラ

ム2024、こちらに東京都主税局の方、それから東京都産業労働局の方々にご出展いただき

まして、本会の会員に向けまして、キャッシュレス納付、それからデジタルナビゲーター

事業につきまして、施策の周知、広報をしていただきました。本当にどうもありがとうご

ざいました。 

 本会会員は、個人が約２万4,000人、それから法人で2,000、都内にございます。インボ

イス制度や電子帳簿保存法、それからキャッシュレス納付など、事業者のデジタル化支援

に我々のほうも積極的に行ってございます。ぜひ今後とも我々専門家の活用を図ること

で、さらなる事業者のデジタル化の支援をお願いしたいということでございます。 

 それから、２点目、一方で、デジタルデバイド対策についてということになります。 

 東京都が牽引する行政サービスの変革においては、電子申告、電子納税の進展が期待さ

れていますが、急速なデジタル化オンリーになってしまいますと、高齢者等の納税者が取

り残されるというようなことになりますので、その配慮が必要かと思っております。 

 実務的な視点からは、電子申告をしない、電子納税をしないという納税者の方もいらっ

しゃいますので、窓口で収受印を押すとか、納付書の送付は継続するというようなところ

のデジタルデバイド対策につきましても、策定のほうをお願いしたいということでござい

ます。 

 それから、４番ということになりますが、法人都民税、事業税の電子納付につきまして

の要望でございます。 

 現在、ｅＬＴＡＸから申告後に納付情報を登録しますと、収納機関番号、納付番号、確

認番号、納付区分、この全てが既に表示されるようにはなっております。しかし、これら

の番号を用いても納付を行うことができず、所轄の都税事務所から納付書を郵送で送って

もらい、それに記載されている番号等を使用しなければ納付できないということもござい

ます。 

 電子申告後に表示される番号等によって納付が行えるように、国税のｅ－Ｔａｘにおけ

るダイレクト納付等のような仕組み、簡潔に納付が行えるような仕組みを早急に対応をお
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願いしたいということでございます。以上となります。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、まず、知事からコメントをお願いいたします。 

○小池知事 何点かのご要望でございました。 

 これまで都は、税理士会の皆様方と連携して、ｅＬＴＡＸ納税に関する説明会の実施、

また税理士会の会員の皆様方への周知などでキャッシュレス納税も推進してきたところで

ございます。 

 また、中小企業が事業の継続と発展ができますように、ＤＸの推進に向けた専門家の派

遣、費用の助成も行い、助成額、助成の上限額を引き上げていくなど、支援の拡充を図っ

ているところでございますが、これからも税理士会の皆様方、連携しながら、キャッシュ

レス納税の普及に向けた取組、また中小企業のＤＸの推進に向けた支援を通じて、事業者

のデジタル化がさらに進みますように努めてまいりたいと思います。 

 ご要望について、引き続き担当局のほうからお答えをさせていただきます。 

 また、鴨田先生にはいつも都税調で大変お世話になっております。ありがとうございま

す。皆さん、本当にありがとうございます。 

○司会 それでは、武田主税局長、お願いいたします。 

○主税局長 主税局でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 お話のいただいたデジタルデバイド対策についてお話をいたします。 

 税務行政におけるデジタルデバイド対策につきましては、ご要望の中でもお話がござい

ました、高齢者の方に対してですけれども、高齢者向けにキャッシュレス納税の利用方法

を説明する機会を設けるほか、システムの構築ですとか改善に当たっては、煩雑な操作を

要しないシンプルな設計にするなど、デジタル機器に不慣れな方でも利用しやすい環境を

整えるように努めてまいりたいというふうに考えております。あわせて、都税事務所の窓

口におきましても、納税者の申告ですとか、納税などの手続についてしっかり対応してま

いりたいというふうに考えてございます。 

 続きまして、電子納付についてでございますけれども、地方税のｅＬＴＡＸにつきまし

ては、現在、国の検討会において、自動ダイレクト機能の実装に向けた検討がなされてお

ります。それまでの間につきましては、メール等で事業者とｅＬＴＡＸのＩＤ等を共有す

ることで、事業者側でも簡単に納付可能なｅＬＴＡＸ電子納税をぜひご利用いただければ

というふうに思っております。 

 今後もｅＬＴＡＸのダイレクト機能ができるだけ早期に導入できるように、総務省です

とか、ｅＬＴＡＸの開発、運用を行っている地方税共同機構と連携をした取組を進めてま

いりたいというふうに考えてございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○司会 特にお話をいただきました３点のご要望につきまして、都としてお答えをさせて

いただきました。よろしゅうございますか。 
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 ありがとうございます。 

 それでは、これをもちましてヒアリングを終了とさせていただきます。本日は誠にあり

がとうございました。 

（東京税理士会 退室） 

○司会 続きまして、東京都ホテル旅館生活衛生同業組合、そして、日本旅館協会東京都

支部の皆様でいらっしゃいます。 

（東京都ホテル旅館生活衛生同業組合・日本旅館協会東京都支部 入室） 

○司会 どうもありがとうございます。係員がご案内いたします。お席にお進みいただき

ますようお願いいたします。 

 それでは、早速ではございますが、これよりヒアリングと意見交換を始めさせていただ

きます。 

 冒頭、知事から一言お願いいたします。 

○小池知事 まず、東京都ホテル旅館生活衛生同業組合、また、日本旅館協会東京都支部

ということで、工藤理事長、石井会長はじめとする皆様方、お越しいただきました。日頃

より東京都の施策に対しましてのご理解、ご協力、誠にありがとうございます。 

 また、インバウンドが大変増加しているということから、事業者間の連携、また接遇に

関する研修会などの開催を通じて、ホテル・旅館業の健全な発展にご尽力いただいており

ます。 

 今日は、そのインバウンド、その後、今どうなっているのかなども含めまして、現場の

話、ご意見、ご要望を伺わせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○東京都ホテル旅館生活衛生同業組合（工藤理事長） もうよろしいですか。 

○東京都ホテル旅館生活衛生同業組合（工藤理事長） 東京都ホテル旅館組合の理事長、

工藤哲夫でございます。 

 このたびはこのような機会を設けていただきまして、厚く御礼申し上げます。 

 さて、我々宿泊業は、コロナの３年間、地獄の苦しみを経験いたしました。おかげさま

でコロナも終息し、インバウンドのお客様も大勢いらしていただき、やっと通常の営業が

できるようになりました。観光庁の発表によりますと、10月の訪日外国人数は、単月で

331万人、年間約3,500万人を数えることになりそうだそうです。これは、東京都をはじ

め、関係の皆様方の努力によるものと、深く感謝を申し上げます。 

 この秋に開催されましたニューヨークのシティーセールスには、我々組合並びに日本旅

館協会東京都支部も参加をさせていただきました。特にセントラルステーションで行われ

ました市民向けのイベントには大勢のお客様が来場されまして、活気あふれる形を見るこ

とができました。 

 また、訪日外国人の消費額は、2023年5.3兆円でございましたが、本年、2024年には

七、八兆円に達すると言われております。このことは、日本の経済にも大きく寄与するも

のでありまして、我々としても大変ありがたく思う次第であります。 



各種団体からの東京都予算に対するヒアリング（令和6年12月3日）.doc 

19 
 

 このような状況に対して危惧することは、やはりオーバーツーリズムの問題でございま

す。幸い東京におきましてはキャパシティーが大きく、交通網も多岐にわたっております

ので、大きな問題には至っておりませんが、キャパの小さい地方においては深刻な問題と

なりつつあります。これは一業界で解決できる問題ではなく、行政の力に頼らざるを得ま

せん。ごみのポイ捨て、旅行かばんのホテル客室への置き去りなど、現在進行のものも含

め、将来発生するものであろう対策にもインバウンド反対の声が出ないように、行政の指

導をお願いしたいところです。 

 過日、東京都の観光部におきましては、「Ｈｏｗ ｔｏ Ｅｎｊｏｙ Ｔｏｋｙｏ！」

というエチケットマナーの小冊子を作っていただきました。我々は、各施設のホームペー

ジにこのような周知をリンクし、我々なりの努力もしていきたいというふうに思っており

ます。 

 次にご理解いただきたいのは、従来申し上げているとおり、目先の商売は回復しており

ますが、コロナ期につくった負債がまだ大きく残っております。多くの組合員企業は、債

務超過の状態にあるところも多々あります。我々の経営に大きなおもしとなっておる固定

資産税や上下水道料金など、短期的でもよいので、負担を軽くしていただくような施策を

していただければ助かります。 

 そして、旅館業法の緩和によりまして、マンションの一室でも旅館営業が取れるように

なりました。従来、民泊の問題を訴えてまいりましたが、民泊は年間の営業日数が限られ

ており、営業の観点から見るとうまみが少ないことから、さきに述べた一室の旅館営業に

切り替える施設が出てまいりました。このことはオーバーツーリズムの問題と絡み、大き

な問題を持っております。ごみや騒音の問題、防火施設のない建物で旅館営業ができるこ

とも問題であります。 

 旅館業法は、国の法律でありますが、インバウンドのお客様を日本一受け入れている都

市である東京都においても、ぜひご考慮いただきたいと思います。 

 そして、最後になりますが、宿泊税の課税価格の引上げをお願いしたいと思います。 

 昨年も実は都の答申で引き上げるという話がありましたが、昨年のこの時点では、やっ

とコロナが回復して、これから伸びてくという状態の中で、あまり制度変更してほしくな

いという気持ちがありましたが、我々が思う以上にインバウンドのお客様が見えておりま

す。東京都の平均のホテル料金というのが出ておりまして、これどこを取って平均として

いるのか不明なところもありますが、３万円ぐらいという金額が出ておりました。ですの

で、我々は、現在１万円及び１万5,000円の課税価格に対して、この金額ですと、一般の

日本のビジネスマンにも負担をかけることになりますので、宿泊税の本来の意味から考え

ますと、もう少し上げていただいて、できれば３万円ぐらいの課税価格にしていただけれ

ばありがたいなというふうに考えております。 

 私のほうからは以上でございます。 

 石井支部長のほうからもお願いいたします。 
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○日本旅館協会東京都支部（石井会長） 日本旅館協会の石井です。 

 私のほうからは、去年と同様に、やはり人手不足っていうのが大きな問題になっており

まして、今、工藤理事長のお話でも、宿泊単価が３万円以上とか、高級ホテルがすごく増

えて、英語ができる学生なんかは、今時給1,500円ぐらい、もう国の目標である1,500円ぐ

らいに到達していて、それでも応募に来ないっていう状況が続いていて、うちの場合は、

そんな急に２万円とか３万円に宿泊費を上げられないですし、毎週のようにリピーターさ

んが来る中で、今まで、コロナ以降ですね、上げた金額は、宿泊単価3,000円ぐらいのも

のでして、その中で1,500円の時給を出すっていうのはちょっと考えられなくて、やはり

それでも頑張って1,200円、1,300円、それでも集まらなくて、うちのは中小企業で、10人

以内の事業所ということになっているんですけれども、そうすると、連勤をしていただき

たいんですけど、そういう人材が集まらなくて、ある月なんか12人とか13人、週１日の、

それも５時間とか、それこそタイミーを使ったりとか、そういうもう大きな人数を抱えて

やっと回しているという感じなんで定着人材がなかなか見つからないっていうことが私ど

もの今の悩みですので、ここに来て外国人の人材、そちらを雇いたいんですけども、住居

の問題がありまして、住居費、東京の家賃も高騰して、不動産も上がっていて、なかなか

都内にアパートを借りられるっていう状況にもうちはなくって、その辺の補助をどうにか

お願いしたいなと。 

 何か別府なんかのお話聞くと、留学生がたくさんいて、その方たちが現場で働いてい

て、かなり従業員数は足りているっていうお話なども聞いております。それで、東京都

内、やはり留学生、ほかの都市に比べても多いと思うので、そのような人材をうちのほう

でも雇いたいなと思っているので、何か助けていただければ助かります。以上です。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、まず、知事からコメントをお願いいたします。 

○小池知事 それでは、ご要望の中に、宿泊税の課税価格の引上げということでお話あり

ました。 

 制度の創設時と比べますと、高額な宿泊施設が増えております。そして、宿泊税をめぐ

る状況も大きく変化をしております。税率の水準などを含めて、宿泊税の在り方について

は、観光産業をめぐる状況であったり、また都の観光振興施策の今後の展開踏まえなが

ら、直近の宿泊料金の動向調査などを行いまして、税への負担感なども考えて、引き続き

見直しについての検討をしてまいる考えでございます。 

 その他のご要望ございましたので、担当局のほうから続けさせていただきます。 

○司会 それでは、まず、オーバーツーリズムのお話を頂戴しましたので、幾つかの局に

またがりますが、まず、雲田保健医療局長からコメントお願いします。 

○保健医療局長 保健医療局でございます。いつもお世話になっております。 

 私からは、外国人の路上喫煙につきましてお答えをさせていただきます。 

 健康増進法におきまして、望まない受動喫煙防止のための配慮義務が規定をされており
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まして、都では、多言語版のリーフレットなどにより、この配慮義務についての啓発を行

っております。 

 また、現在、訪都外国人に向けた都内の喫煙ルールの普及啓発強化について検討してい

るところでございます。以上でございます。 

○司会 そして、オーバーツーリズム、田中産業労働局長、お願いします。 

 その他の点についても、続けてお願いします。 

○産業労働局長 それでは、オーバーツーリズムの関係で、外国人旅行者に対する普及啓

発という部分でございます。 

 都では、先ほどご説明いただきました外国人旅行者に対しましては、日本の習慣、マナ

ーを紹介する冊子を作成して、ウェブサイトや観光情報センターのほかで、ホテル・旅館

の皆様にもご協力いただいて周知を図っているとこでございます。本当にお世話になって

います。ありがとうございます。 

 また、今年度は、新たに海外でも人気のキャラクターを使って、マナー啓発シールです

とか、あとポスターの掲示を行ってございます。さらに、区市町村が取り組む混雑緩和で

すとか、あとマナー啓発などへの支援制度も設けているところでございます。今後も外国

人旅行者への啓発に対してきちんと取り組んでいきたいというふうに考えてございます。 

 続きまして、あと、家主不在型の民泊のお話でございました。 

 住宅宿泊事業は、多様な宿泊需要に応えることが期待される一方で、ごみ出しですと

か、あと騒音などによる住民生活への影響が生じないことが重要だというふうに考えてご

ざいます。都といたしましては、住宅宿泊事業法や都のガイドラインなどに基づきまし

て、健全な住宅宿泊事業の普及を図ってまいります。 

 また、旅館業法に基づく許可を受けている施設に対しましては、権限を持つ自治体が法

令などに従って、適切に監督、指導を行っているということでございます。今後とも旅館

業法に基づき、適切な監視、指導を行ってまいります。 

 続きまして、外国人の労働者の雇用した場合の支援についてというお話でございまし

た。 

 観光産業の人材確保を後押しするため、都では、観光業界の魅力の発信するほか、観光

関連事業者さんが行っております採用イベントへの出展、従業員への研修といった人材確

保や育成の取組を支援してございます。また、観光関連事業者のインバウンド対応力を高

めるため、専門家派遣ですとか、あと留学生向けの職場見学会など、外国人材の活用に向

けて、こうした支援を行っているところでございます。引き続き観光事業振興の観点か

ら、こうした取組を着実に進めてまいります。 

○司会 そして、武田主税局長、お願いします。 

○主税局長 私のほうからは、税の固定資産の関係でございますけれども、特定の税負担

の軽減を図る政策税制措置につきましては、公平性ですとか経済性、他の支援措置との役

割分担などを十分に踏まえる必要があるというふうに考えてございます。 
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 都におきましては、厳しい経営状況にある中小企業の支援等を目的といたしまして、小

規模非住宅用地に係る固定資産税等の２割減免措置を講じておりまして、こういった取組

につきまして、今後、財政状況等を踏まえて検討してまいりたいというふうに考えてござ

います。 

 私のほうからは以上です。 

○司会 お話を頂戴しました要望につきまして、都としてお答えをさせていただきまし

た。よろしゅうございますか。 

○東京都ホテル旅館生活衛生同業組合（工藤理事長） 最後に一言申し上げたいと思いま

すが、このインバウンドの隆盛というのは、本当に都にとっても日本国にとっても非常に

大きなプラスになると思います。 

 この金の卵を大事に育てるためにも、それに対する、先ほど申し上げたオーバーツーリ

ズムとか、その陰の部分はなるべく早めに、マナーやエチケットのみならず、いろんな方

面においても手を打っていただいて、住民とツーリストの人たちがウィン・ウィンの関係

になれるように、ぜひご指導いただきたいというふうに思っております。以上です。 

○司会 ありがとうございました。 

 それでは、これをもちましてヒアリングを終了とさせていただきます。本日は誠にあり

がとうございました。 

（東京都ホテル旅館生活衛生同業組合・日本旅館協会東京都支部 退室） 

○司会 続きまして、東京経営者協会の皆様でいらっしゃいます。 

（一般社団法人東京経営者協会 入室） 

○司会 ありがとうございます。お席にお進みいただきますようお願いいたします。 

 それでは、早速ではございますが、これよりヒアリングと意見交換を始めさせていただ

きます。 

 冒頭、知事から一言お願いいたします。 

○小池知事 経営者協会の皆様方には日頃から都政へのご協力、ご理解賜っております。

誠にありがとうございます。 

 経営層を中心とした交流や情報交換ということでもご尽力いただいております。また、

人事や労務に関しての経営課題への支援活動などを通じて、経済社会の発展、そして都民

生活の向上にお努メータだいております。 

 それでは、早速でございますが、現場の声、ご意見、ご要望などを伺いたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 それでは、都政へのご要望、ぜひお聞かせいただきますようお願いいたします。 

○一般社団法人東京経営者協会（斉藤副会長） 東京経営者協会で副会長を務めておりま

す東京ガスの斉藤でございます。 

 このたびは、小池知事に直接お目にかかり、ご説明させていただく機会を頂戴し、誠に

ありがとうございます。 
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 早速ではございますが、会員企業から寄せられた当会の2025年度都政への提案について

ご説明をさせていただきます。時間が限られておりますので、全59項目のうち、９項目に

絞って述べさせていただきたいと思います。 

 第１に、電子化・デジタル化への取組強化でございます。 

 東京都では、行政手続の電子化の取組や書類の統一化を積極的に進めていただいており

ますが、特別徴収税額通知書、これ納税義務者用でございますけども、これや各種届出に

使用する就労証明書、固定資産税課税台帳の縦覧手続の必要書類などを都内全ての自治体

で統一いただき、電子申請も都内全域で同じようにできるようにしていただきたくお願い

申し上げます。都内統一で同じ申請書類としていただき、電子申請、書面の電磁的交付が

拡大されれば、企業の手間は大幅に軽減いたしますので、何とぞよろしくお願いいたしま

す。 

 第２に、雇用・労働問題です。 

 労働人口減少を背景に、生産性、効率性を高めるために、企業のＤＸ化が進んでござい

ます。東京都のリスキリングの支援もございますけれども、主に中小企業向けになってご

ざいます。就労人口の多い大企業向けにも対象に加えていただき、より多くの人に活躍の

機会を与えるような支援をお願い申し上げます。 

 第３は、交通事情の改善です。 

 東京都では、既に時差Ｂｉｚを進めていただいており、通勤の快適性の向上に加え、フ

レックスタイム制の導入など、労働環境の整備による多様な働き方の実現にもつながって

おります。東京都には、引き続き時差Ｂｉｚの推進をお願いするとともに、時差通勤定期

券の購入やフレックスタイム制など、多様な働き方を導入した場合の勤務制度の変更や関

連するシステム導入に伴う費用に対する助成金などの支援をお願い申し上げます。 

 第４は、環境・エネルギー問題です。 

 水素の直接利用の検討に加えて、水素とＣＯ２、二酸化炭素から製造する合成メータン

についても供給、利用の推進をお願い申し上げます。合成メータンは、ＣＯ２を有効活用

でき、既存の都市ガス導管や設備機器を利用できるため、コストを抑えながら脱炭素化を

図ることが可能となります。早い段階から普及につながるように、制度設計や補助金等の

積極的な支援をお願い申し上げます。 

 第５は、防災・減災対策です。 

 昨今、線状降水帯やゲリラ豪雨などの風水害が発生しており、海抜ゼロメートル地帯の

多い東京でも大きな被害が想定されます。東京都では、様々な事業計画やガイドラインを

策定されておりますけれども、これらの事業に関する都民の認知度を上げるよう、積極的

な情報発信に努めていただきたくお願い申し上げます。 

 第６は、教育問題です。 

 国民の金融資産所得の増加が重要とされる中、会員の金融機関には、地域の学校での金

融教育の一環として、講師派遣や職場体験実習を頼まれることが増えております。地域貢
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献として積極的に取り組んでおりますけれども、金融教育用の標準化された教材が少ない

のが現状でございます。学習到達目標に関する目線合わせや学習の標準化ができるよう、

東京都共通の金融学習教材作成についてご検討いただきますようお願い申し上げます。 

 第７は、都市づくり政策です。 

 電力会社では、都内に変電所を設置する際に、オフィスビルなどの建物地階スペースを

賃借していることが多くございます。この借室変電所の建物が再開発や建て替えの際に、

建物オーナーや開発事業者から退去を要請されることがあり、借室変電所の移転を検討す

るものの、都心エリアでは土地に限りがあり、代替地を探すことが難しい状況でございま

す。現行制度では、開発事業者にメリットが薄いため、インフラ施設を受け入れてもらえ

ない状況が発生してございます。今後、計画的に移転先が確保できないと、変電所の適切

な維持ができず、このままでは電気の安定供給に支障を来すおそれがございます。開発事

業者が再開発に合わせてインフラ施設を設ける場合にメリットが得られるような新たな制

度を導入いただくよう、ご支援をお願い申し上げます。 

 第８は、健康対策です。 

 2020年４月から健康増進法と東京都受動喫煙防止条例により、飲食店、娯楽施設、事務

所など、２人以上の人が利用する施設は原則として屋内禁煙になりました。現在、東京都

では、飲食店、宿泊施設向けの喫煙所設置に関する補助金制度はございますけれども、望

まない受動喫煙防止の取組を全ての業種で行っていただけるよう、補助金の対象業種を増

やしていただきたくお願い申し上げます。 

 第９に、最新技術への対応として、飛翔ドローンの活用に向けた運用改善をお願い申し

上げます。 

 ドローンの使用には、東京航空局長や会場となる河川や海の管理者の許可など、複数の

許可が必要になります。しかし、会場の隣接地が不特定多数の人が集まる場所であること

を理由に、落下の懸念から不許可になったことがございました。そこで、ガイドラインや

法令を遵守し、万が一ドローンが落下した際にも、下に人やものがなく、風に飛ばされた

場合でも安全な距離を確保していることを論理的に説明できればドローンの飛行を許可し

ていただけるよう、市町村への働きかけをお願いいたします。事業者と自治体で協力し合

い、ドローンのショーによって東京の魅力向上にも貢献できるようにしたいと考えており

ますので、ぜひご検討をお願いいたします。 

 私からの説明は以上でございます。 

 ただいま申し上げた要望の中から、要望書４ページの２の（１）、６ページの３の

（３）、10ページの４の（７）、15ページの５の（２）につきまして、東京都のお考えを

お聞かせいただければ幸いでございます。よろしくお願い申し上げます。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、まず、知事からコメントをお願いいたします。 

○小池知事 それでは、何点か重要課題っていうことでの今ご要望がございました。 
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 私のほうからは２点、まず、時差Ｂｉｚに関連してなんですが、鉄道の混雑緩和という

のはハード、ソフト、両面から官民連携して解決していくべき大変重要な課題だと認識し

ております。混雑緩和の取組、その普及については、今年も11月に企業セミナー開催いた

しまして、引き続き取組を進めてまいります。 

 また、一人一人が希望に応じた働き方の実現も重要でございます。職場環境の改善に取

り組む企業をしっかりと支援をしてまいります。 

 これからもこうした取組が着実に進みますよう、国とも連携取りながら、図りながら取

り組んでまいると考えております。 

 もう１点、私のほうから、地球環境の保全とカーボンニュートラルという点で、合成メ

ータンのご要望ございました。合成メータンなどの新しい燃料の活用を進めることは重要

でございます。 

 都は、合成燃料の技術開発の推進については国に要望もしていると同時に、新エネの調

査研究、また技術開発などの取組を支援しております。また、合成メータンの製造にも利

用できるグリーン水素について、国内外から確保する取組についても力を入れてまいりま

す。 

 引き続き、その他のご要望について、担当局のほうからお答えさせていただきます。 

○司会 田中産業労働局長、お願いいたします。 

○産業労働局長 では、産業労働局のほうから、要望書２の（１）でありましたリスキリ

ング支援についてでございます。 

 産業構造の転換が進む中にありまして、会社で働く方が今後の発展が見込まれる事業分

野で活躍できるよう支援していくことは重要だというふうに考えてございます。 

 都では、経営体力や人材育成のノウハウが不足しております中小企業対象に、従業員の

スキルアップに向けた講習を実施するとともに、好事例を広く発信しているところでござ

います。こうした取組を参考に、大企業の人材育成にも活用していただければというふう

に考えてございます。国とも連携しながら、引き続きこうした取組を支援してまいりま

す。以上です。 

○司会 続きまして、佐藤総務局長からもお願いいたします。 

○総務局長 総務局長の佐藤でございます。 

 私からは、５の（２）ゲリラ豪雨等の風水害に対する対策及び情報発信の強化について

お答えをさせていただきます。 

 この夏も大変非常に激しいゲリラ豪雨というのがございました。都では、環状７号線の

地下など、調節池の整備、あるいは流域対策などを行いまして、ハード面との対策という

のを計画的に取り組んでおりまして、以前と比べますと、床上、床下などの浸水の被害と

いうのは大幅に減少をしております。これと併せまして、ソフト面として、都民一人一人

がリスクを正しく認識をして、適切な避難行動を取れるよう、情報発信、あるいは普及啓

発に努めるということが重要となっております。 
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 このため、都では、全国の自治体から収集した避難指示などの情報を報道機関に一斉に

配信するＬアラートというものがございまして、それを活用いたしまして、災害に関する

情報のプッシュ通知、あるいは学校教育の場やセミナー等で風水害の発生時に適切な避難

行動を各自が取れますよう、東京マイ・タイムラインを活用して普及啓発を行っていると

ころでございます。加えて、東京都防災アプリの中には、水害リスクマップという、災害

リスクを身近なものとして捉えられる機能を搭載いたしました。 

 今後もこうした取組を通じまして、都民の安全・安心というものをしっかりと確保して

まいりたいと思っております。以上でございます。 

○司会 特にご指定をいただきましたご要望の点につきまして、都としてお答えをさせて

いただきました。 

 また、その他のご要望につきましても、これから来年度の予算編成を進めてまいります

ので、そのプロセスの中で検討してまいりたいと考えてございます。よろしゅうございま

すか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、これをもちましてヒアリングを終了とさせていただきます。本日は誠にあり

がとうございました。 

（一般社団法人東京経営者協会 退室） 

○司会 続きまして、地中熱利用促進協会の皆様でいらっしゃいます。 

（特定非営利活動法人地中熱利用促進協会 入室） 

○司会 ありがとうございます。係員がご案内いたします。お席にお進みいただきますよ

うお願いいたします。 

 それでは、早速ではございますが、これよりヒアリングと意見交換を始めさせていただ

きます。 

 冒頭、知事から一言お願いいたします。 

○小池知事 このたびは地中熱利用促進協会20周年、おめでとうございます。また、日頃

より都政へのご理解、ご協力賜っております。 

 また、ゼロエミッション東京の実現を目指している都でございます。地中熱っていうの

は環境に優しいエネルギーで、皆様方にはその普及促進にこれまでもご尽力いただいてお

ります。 

 現場のお声を今日は聞かせていただくということで、ご意見、ご要望含めて、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○特定非営利活動法人地中熱利用促進協会（笹田理事長） ありがとうございます。本日

は、小池都知事に地中熱についての要望をお伝えする機会をいただきまして、本当にあり

がとうございます。 

 ＮＰＯ法人地中熱利用促進協会理事長の笹田と申します。 

 脱炭素の実現に貢献できる地中熱につきまして、東京都にご協力いただきながら普及に



各種団体からの東京都予算に対するヒアリング（令和6年12月3日）.doc 

27 
 

向けた活動をこれからもともに進めることができましたら、これからお話しします多くの

課題が解決できるものではないかなというふうに思っております。 

 本日、４つの課題についてお願いしたいと思っておりまして、広報、それから、助成制

度、地下水の規制緩和、それと、再エネ熱の義務化、この４点について要望させていただ

きたいと思っております。 

 １つ目は、地中熱の広報の強化です。 

 地中熱は、省エネ、それからＣＯ２の削減効果、こういう点で非常に大きなメリットが

あり、東京都でも実績が増えてきているんですけど、まだまだ普及が進んでいる状況には

なってないかなというふうに思います。 

 この要因といたしまして、認知度が低いということと、それから、導入コストが高いと

いうことがございます。認知度につきまして、私ども協会でも地中熱のフォーラムである

とか、展示会であるとか、いろんな活動をしているところなんですが、東京都には広報活

動の強化で、ぜひ協力をお願いしたいというふうに思っております。 

 具体的には、導入に関係します市区町村、自治体の担当者の方とか、民間事業者を対象

にしたセミナーが有効ではないかなというふうに考えておりまして、東京都と当協会が連

携しながら市区町村、建築関係の業界団体等に働きかけを行いまして、公共施設を所管す

る市区町村の担当部署、提案を行う設計事務所、ディベロッパー等を対象に、東京都の政

策、最近の導入事例等を紹介する普及啓発のセミナーをぜひ実施していただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

 ２つ目は、助成制度の強化です。 

 脱炭素に向けた再エネのニーズっていうのは高まっているんですが、一方、昨今の物価

上昇で、建設業でも材料の価格、人件費、間接経費、全てが値上がりしているという、こ

ういう状況にございます。市場環境が急速に変化している中で、地中熱でも建設の遅延で

あるとか、事業の見送りが発生してきております。業者のほうでも材料の調達とか、現場

の作業で効率化に努めているんですけれど、なかなか昨今の物価の上昇がすごいので、そ

のペースがはるかに私どもの努力を上回るような状況にありまして、補助金のニーズが高

まっているという状況にあるんではないかなと思っております。 

 東京都として、市場環境に対応した要件の見直しであるとか、補助金の拡充、急速な変

化に今後対応できる助成制度の強化をお願いしたいと思っております。 

 ３番目は、地下水の規制緩和についてです。 

 近年、技術開発が進んできておりまして、くみ上げた地下水を全量その地下の帯水層に

戻すという、こういう方法が確立されつつあります。地盤沈下がなく、大量の地中熱が熱

利用できるという非常に優れた方法になります。この方法を用いたシステムはオランダで

かなり進んでおりまして、既にオランダの市街地で3,000件の導入がございます。オラン

ダでは、地方自治体、広域自治体なんですけれど、そこが所管する規制の枠組みの中で普

及が着実に進んでいる状況がございます。我が国でも、環境省の技術開発事業の中で、地
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盤沈下を起こさないで熱利用ができるという、そういう技術が実証されてきておりまし

て、脱炭素に向けた有力な手法として今関心が非常に高まってきているという、こういう

状況にあります。 

 東京都におかれましても、東京での地下水利用に伴う地盤特性の変化というものを十分

把握していただいて、地下水の規制緩和、それから帯水層蓄熱の取組と、これはステッ

プ・バイ・ステップで取り組む必要がある、慎重に取り組まなきゃいけないことだと思い

ますけれど、ぜひ東京都でも積極的にこの課題に取り組んでいただきたいなと思っており

ます。 

 ４番目が再エネ熱の義務化になります。 

 来年の４月から施行になります再エネ利用設備の設置を義務化する制度、この中で、地

中熱も利用の対象になっているんですが、ほとんど地中熱がこの制度の中の一つの再エネ

であるっていうことの認識がないという状況にあるんではないかなって思っておりまし

て、先ほど広報活動の強化についてお願いしておりますけれど、普及啓発のセミナーの中

で説明していただくなど、この制度が地中熱に使えるということをぜひ地中熱に関係する

方、建築分野の方に伝えるようなことをしていただきたいなというふうに思っておりま

す。 

 もう一つ、義務化に関係して、公共施設についてなんですけれど、東京都には省エネ・

再エネ東京仕様っていうのがございまして、オリンピック・パラリンピックの施設への地

中熱の導入のときにはこの制度がかなり大きな役割を果たしたのではないかっていうふう

に思っております。 

 一方、地中熱がこの制度の中でどういうふうに書かれているかというと、なかなか太陽

光に比べると、全てで導入をどんどん進めましょうっていうことではなくて、条件によっ

てはという、そういう位置づけなんですね。ですから、地中熱も含メータ再エネ熱につい

て、もう少し位置づけを高めていただけるように検討をお願いしたいなというふうに思っ

ています。 

 具体的には、熱需要の大きな施設、例えば病院であるとか福祉施設、こういうものには

地中熱は原則導入とか、それから、庁舎の中でも、事務室やなんかも常に人がいるような

スペースありますから、ベース熱源として必要な部分ってあると思いますので、こういう

ベース熱源を担う熱源機として、原則導入となるような検討をお願いできたらというふう

に思っております。 

 以上、詳しくは要望書にしたためましたので、よろしくご検討いただきますようお願い

申し上げます。以上でございます。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、まず、知事からコメントをお願いいたします。 

○小池知事 ４点ご要望がございましたうち、その最初の広報を強化せよというご要望。

地中熱を利用するヒートポンプなどの設備などについて、住宅、そしてまた事業所への普
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及を都は後押しをしてまいっております。また、地中熱について、都内での分布が分かる

マップを公表したり、環境関連イベントなどでのパンフレットの配布など努めているとこ

ろでございます。また、区市町村の職員を対象にしまして、再生可能エネルギーに関して

の研修を実施して、地中熱などの導入事例、また都の支援策の周知も図っております。 

 今後も地中熱の普及や認知度の向上という点につきまして、ＰＲに一層取り組んでまい

りたい。今、私は住宅や建築物の燃費というものがあるだろうということなど、いろいろ

切り口も変えながらＰＲに努めていきたいと考えております。 

 その他ご要望がございましたので、担当局から続けさせていただきます。 

○司会 それでは、まず、田中産業労働局長、お願いいたします。 

○産業労働局長 では、産業労働局のほうから、助成制度についてお話しさせていただけ

ればと思います。 

 地中熱などの再エネ熱の導入拡大を図っていくということは大変重要だというふうに考

えてございます。都は、地中熱利用を含みます地産地消型の再生可能エネルギー設備など

の導入に対しまして、今現在支援を行っているところでございます。 

 今後とも事業者や都民、区市町村などの脱炭素化の取組を着実に進めるため、こうした

支援の充実を図ってまいります。 

○司会 続きまして、須藤環境局長、お願いいたします。 

○環境局長 それでは、３点目、４点目のご要望につきまして、環境局のほうからお答え

させていただきます。 

 まず、３点目、地下水の規制緩和についてでございます。 

 環境省によりますと、揚水後に地下水を還元する場合でも、地盤状況により、地盤沈下

リスクがあるということを指摘されております。都内の地下水は未解明な部分が多いこと

から、東京都では、学術機関とも連携し、様々な科学的データを収集、蓄積するなど、研

究を進めております。最新技術の動向にも留意して、引き続き持続可能な地下水の保全と

利用を図ってまいります。 

 続きまして、４点目、再エネ熱の義務化についてでございます。 

 都内のエネルギー起源ＣＯ２排出量の約７割が建物に起因しており、業務、家庭部門の

対策強化が急務となっております。 

 都では、来年４月から戸建て住宅やマンション、オフィスビル等の新築時に再エネ利用

設備の設置を義務づける制度を施行いたします。この再エネ利用設備には、太陽熱や地中

熱等の再エネ熱利用設備も対象としております。また、設計者などを対象とした説明会等

において、再エネ利用設備の設置義務を説明する際、地中熱を再エネ利用設備として紹介

するなどの普及啓発活動も行っております。引き続き導入拡大に向けた発信を行ってまい

ります。 

 なお、都有施設におきましては、施設の特性、立地状況等に応じて、地中熱の導入を検

討しております。 
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○司会 ご要望につきまして、都としてコメントをさせていただきました。よろしゅうご

ざいますか。 

○特定非営利活動法人地中熱利用促進協会（笹田理事長） ありがとうございます。 

 最後の義務化のところで、都の管轄する公共施設やるに当たっての省エネ・再エネ東京

仕様っていうのはございます。この中で、さっきお話ししましたように、いろんな再エネ

がどういう形で導入できるかっていうことが書かれていて、太陽光はもう全て原則導入に

なっているんですよね。ところが熱関係になりますと、太陽熱は病院とかは原則導入なん

ですけど、それ以外は、今お話にあったように、状況によってという形になっていて、状

況によってということになりますと、その提案者なりが判断するっていう形になると思う

んですけれど、もう少しそこを踏み込んだ形で、それぞれの熱の特性に合うような形でこ

の省エネ・再エネ東京仕様をつくっていただけると、そうすると、熱関係の利用の促進に

つながるんじゃないかなっていうふうに思っているんで、これ、多分何年かに一度のその

検討だと思うんですけれど、23年の１月に１つ、ＺＥＢに向けての検討が出されているの

で、次の機会に、今お話ししました中身、もう少し具体的なところを検討いただけたらと

いうふうに思っております。 

 それから、地下水の規制緩和について、去年も同じようなご答弁いただいているんです

けれど、実際に進んでいるオランダとか、そういうところはやはり地盤沈下のことを念頭

に置きながら、いろんな事業、実証事業なんかもやられていると思うので、日本でも環境

省が実証事業やって、それで、こういうやり方であれば地盤沈下のリスクを回避しながら

できるという、そういうような実績が出てきておりますので、一般論ではなく、もう少し

踏み込んだ形で対応していただけるとありがたいなと思っていますので、よろしくお願い

いたします。 

○司会 ありがとうございます。 

 再エネ・省エネ指針でございますけれども、やはりプロセスとしてはそういう記載では

ございますが、今お話がありましたように、やはり建物のＺＥＢ化いうことを追及してお

りますので、熱に関しては、あらゆる可能性を排除しないという形で設計の段階から進め

ておりますので、お話の点も含めて、少なくともやっぱり都有の建物でございますので、

先進的なＺＥＢ化を進めていきたいというふうに考えてございます。 

○特定非営利活動法人地中熱利用促進協会（笹田理事長） お願いいたします。 

○司会 ありがとうございます。 

 それでは、これをもちましてヒアリングを終了とさせていただきます。本日は誠にあり

がとうございました。 

（特定非営利活動法人地中熱利用促進協会 退室） 

○司会 続きまして、東京都食品衛生協会の皆様でいらっしゃいます。 

（一般社団法人東京都食品衛生協会 入室） 

○司会 係員がご案内いたします。お席にお進みいただきますようお願いいたします。 
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 それでは、早速ではございますが、これよりヒアリングと意見交換を始めさせていただ

きます。 

 冒頭、知事から一言お願いいたします。 

○小池知事 今日もご足労いただいております。東京都食品衛生協会の皆様方には日頃か

らのご協力、誠にありがとうございます。 

 食中毒をはじめ、衛生上の危害の発生を防ぐというための普及啓発、また食品衛生に関

しての情報発信などを通じて、都民の健康増進、そしてまた食品業界の安全性の向上にお

努メータだいておりますことを感謝申し上げたいと思います。 

 それでは、最近はまたコロナと違って、大分活気も出てきているかとは思いますけれど

も、その中での衛生の確保という点など、現場のお声を伺わせていただきます。ご要望も

承ります。よろしくどうぞ。 

○一般社団法人東京都食品衛生協会 それでは、一言ご挨拶申します。日頃は、小池知事

をはじめ、東京都の幹部の皆さん方、大変お世話になっていること、改めて御礼を申し上

げます。ありがとうございます。そして、貴重なお時間をいただいたことも併せて御礼を

申し上げます。ありがとうございます。 

 ご承知のとおり、当協会でございますが、中小の食品等事業者を中心といたしまして、

創設以来、食中毒などの発生防止と食品業界の安定と発展に寄与するための活動を日々展

開をいたしております。都民への健康増進に貢献いたしてもございます。東京との連携を

図りながら、自主的衛生管理の普及啓発を中心とする食品衛生自治指導員によります巡回

指導活動の強化、食の安全確保への取組に努めてまいる所存でございます。 

 そのためにはと申しますと、東京都からのご支援を賜りたく、ご要望をさせていただい

ておるところでございます。 

 詳細につきましては、担当の福島常務理事より説明をさせていただきますので、どうぞ

よろしくお聞き取り願いたいと思います。 

 本日はどうもお忙しい中、またお疲れのところ、よろしくどうぞお願いいたします。あ

りがとうございました。 

○一般社団法人東京都食品衛生協会（福島理事） 事業部門を担当しております福島でご

ざいます。 

 私からは、令和７年度予算要望につきましてご説明させていただきます。 

 初めに、１、食品衛生教育等事業委託について。食品衛生教育等事業の委託及び委託費

について、必要額を確保されたいとなります。 

 本文４行目からとなります。平成30年６月に改正された食品衛生法が令和３年６月に完

全施行され、原則全ての食品等事業者にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が義務づけられまし

たが、その導入、定着を図るためには、継続的に様々な手段を用いて周知することが欠か

せません。当協会では、これらを踏まえて、東京都をはじめとする行政庁のご指導をいた

だきながら、食品衛生自治指導員による巡回指導の強化や腸内病原微生物検査、検便を実
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施するとともに、従事者教育講習会や業種別講習会などを開催して、法律等の改正や食中

毒予防対策など、最新情報の普及啓発に努めてまいります。 

 また、ＨＡＣＣＰ制度化に対応するため、小規模飲食店向けの手引書に基づいた食品衛

生管理ファイルを作成し、全ての会員に配付して活用方法等の指導を引き続き実施してま

いります。 

 さらに、食品衛生街頭相談所の開設やリスクコミュニケーションの場となる消費者懇談

会の開催などを通じて、消費者に対し的確な情報の提供に努めるとともに、ユーチュー

ブ、動画配信を行うなど、オンラインによる情報提供にも取り組み、食の安全・安心を確

保するため、自主管理体制の確立に努めてまいります。 

 これらの事業の円滑な推進を図るため、令和７年度食品衛生教育等事業に関わる東京都

からの委託について、特段のご高配を賜りたくお願い申し上げます。 

 次に、２、保菌者検索事業委託について。腸管出血性大腸菌Ｏ157、サルモネラの保菌

者検索及びノロウイルス発生動向調査事業の委託及び委託費について、必要額を確保され

たいとなります。 

 本文５行目からとなります。保菌者検索事業及びノロウイルス発生動向調査は、食中毒

の予防対策として極めて有効であることから、令和７年度も当協会に対する事業委託につ

いて、引き続き特段のご高配を賜りたくお願い申し上げます。 

 次に、３、食品衛生向上への取組に対する民間事業者活用について。ＨＡＣＣＰに沿っ

た衛生管理の定着を図るため、推進事業について、必要額を確保されたいとなります。 

 本文３行目からとなります。義務化されたＨＡＣＣＰは、営業施設がその取り扱う食品

の特性に応じて実施する自主的衛生管理の取組であることから、行政による指導に加え、

民間の食品衛生指導機関による助言等がその導入、定着に役立つものと考えます。 

 つきましては、営業施設等に対するＨＡＣＣＰ導入、定着に当たっての技術的助言をは

じめとする様々な支援等については、保健所によるものに加え、引き続き民間の食品衛生

指導機関も活用して効果的に進めるべきと考えますので、特段のご高配を賜りたくお願い

申し上げます。 

 以上、一般社団法人東京都食品衛生協会の要望とさせていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、知事からコメントをお願いいたします。 

○小池知事 私のほうからは、１番目、２番目、どちらも事業委託に関連してですが、ま

ず、食品衛生教育などの件でございます。 

 食品衛生法が改正されて、ＨＡＣＣＰが制度化されてから、食品衛生管理の向上、ます

ます期待されているところでございます。都としましては、皆様方、食品関係の営業をし

ておられる皆様方が自主衛生管理を向上され、また従業員の健康管理などの積極的な取組

が円滑に推進できますよう支援をしてまいります。 
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 そして、２番目が保菌者の検索についての事業委託でございますが、食品衛生対策とい

うのは、食の安全・安心に直結するものでございます。都民の暮らしを支える重要な取組

でございますので、食中毒の発生防止の観点からも、引き続き皆様方と連携しながらしっ

かり対応図っていくことといたします。 

 その他ご要望については、担当の局が続けさせていただきます。 

○司会 雲田保健医療局長、お願いいたします。 

○保健医療局長 保健医療局からは、３番の食品衛生向上のための民間事業者活用につき

ましてお答えをさせていただきます。 

 食品衛生の向上には、保健所を設置する区市に加えまして、食品衛生に関し専門的な知

見を有する民間事業者との協働が必要でございます。今後も様々な関係者と連携を図りな

がら、事業者の皆様の取組が円滑に進みますよう支援してまいります。以上でございま

す。 

○司会 以上、ご要望につきまして、都としてお答えをさせていただきました。引き続き

都政へのご理解とご協力、どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしゅうございます

か。 

 それでは、これをもちましてヒアリングを終了とさせていただきます。本日は誠にあり

がとうございました。 

（一般社団法人東京都食品衛生協会 退室） 

 


